
 

 

第２期あかし教育プランの検討状況について 

 

 

 教育基本法第１７条第２項に基づき本市の教育の振興に関する施策についての基

本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項についての基本的な計画として平成

２３年３月に策定された「あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）」は、平成

２７年度で計画期間を終えることから、次期計画（平成２８年度から５年間）の策

定を行っています。 

 

 

１ 検討委員会の設置 

計画（案）を策定するため、学識経験者、学校園関係者、保育関係者、地域関係

者、保護者代表、公募委員からなる検討委員会を設置し検討しています。 

 

２ 検討経過 

 (1) 第１回検討委員会（平成 27 年 8 月 28 日） 

     ・「あかし教育プラン」の成果と課題について 

     ・社会の現状について 

 

 (2) 第 2 回検討委員会（平成 27 年 10 月 27 日） 

     ・基本理念、基本方針について 

     ・取組み項目について 

  

(3) 第 3 回検討委員会（平成 27 年 12 月 1 日） 

     ・計画素案について 

 

 (4) 計画素案についてパブリックコメントの実施  

平成 27 年 12 月 16 日～平成 28 年 1 月 15 日  

 

３ 今後の予定 

  平成 28 年 2 月 18 日    第 4 回検討委員会  （計画案の検討） 

  平成 28 年 3 月       教育委員会     （計画の策定）      

 

資料４ 



「今後５年間に取り組む基本的な方策」に係る体系図（案） 
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【基本方針１】 

一人ひとりに

応じたきめ細

やかな教育の

充実 

【基本方針３】 

地域ぐるみで

子どもの健や

かな育ちを支

える活動の推

進 

【基本方針２】 

子どもが安心

して学べる質

の高い教育環

境の実現 

・ことばの力の育成 -読む・聞く・書く・話す-  

・校種を超えて連携した教育の推進 

・就学前教育の充実 

・学習意欲の向上 

・ＩＣＴの活用 

・人権教育の推進 

・道徳教育の推進 

・体験学習の充実 

・子どもの読書活動の推進 

・子どもの体力づくり 

・「食」に関する教育の推進 

・いじめ対策の推進 

・不登校対策の推進 

・教育相談の充実 

・学習機会の保障 

・学校施設の整備 

・少人数教育の推進 

・特別支援教育の推進 

・研修・研究の充実と実践力の向上 

・若手教職員の育成 

・基本的生活習慣の確立 

・子育て支援の推進 

・放課後の子どもの居場所づくり 

・子どもの虐待・非行の防止 

・子どもの安全対策の推進 

・ふるさと教育の推進 

・防災教育の推進 

・開かれた学校づくり 

・グローバル化に対応した教育の推進 

・キャリア教育の充実 

・環境教育の推進 

・主権者教育の推進 

 

１ 確かな学力の育成 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成 

４ 安全・安心の学習環境 

５ 一人ひとりに応じた教育 

６ 教職員の資質・指導力の向上 

７ 子ども・家庭への支援 

８ 地域・家庭・学校の連携 

９ 社会情勢の変化への対応 

 

基本的な方策 


